
自動車のシートベルトリマインダーの義務付け拡大について

改正案の概要

現行の保安基準

乗用車・軽貨物等 トラック、バス等

改正後の国際基準

イグニッションON時非着用で表示警報
走行時非着用で表示及び音で警報

イグニッションON時非着用で表示警報
走行時に外すと表示及び音で警報※

義務付けなし

助手席

後席

運転席

※ 後席には荷物を置くことがあるため、走行時に外すと警報音が鳴る基準とする

トラック、バス等乗用車・軽貨物等

別紙２


